
出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
三
十
号 

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
第
二
項
中
「
廨
の
」
を
「
廨
又
は
県
税
事
務
所
の
」
に
、
「
当
該
廨
」
を
「
当
該
機
関
」
に
改
め

る
。 

 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
一
（
第
四
条
、
第
八
条
、
第
八
条
の
二
関
係
） 

機 
 
 
 
 

関 

出 

納 

員 
臨
時
の
出
納
員 

委 
 

任 
 

事 
 

務 

 

一 

議
会
事
務
局
総
務
課 

庶
務
係
長 

 
 
 

課
長
代
理 

 
 
 

一 

当
該
課
で
収
納
す
る
広
島
県
議
会

情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
四
年
広
島

県
条
例
第
二
十
五
号
）
の
規
定
に
よ

る
公
文
書
の
写
し
の
交
付
、
広
島
県

議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十

七
年
広
島
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録

さ
れ
て
い
る
公
文
書
の
写
し
の
交
付

及
び
こ
れ
ら
の
条
例
の
規
定
に
よ
り

広
島
県
議
会
情
報
公
開
・
個
人
情
報

保
護
審
査
会
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書

又
は
資
料
の
写
し
の
交
付
に
伴
う
県

税
外
収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び

保
管 

 

二 

教
育
委
員
会
事
務
局

管
理
部
総
務
課 

総
務
係
長 

課
長
代
理 

一 

教
育
委
員
会
事
務
局
の
本
庁
で
収

納
す
る
広
島
県
行
政
手
続
条
例
（
平

成
七
年
広
島
県
条
例
第
一
号
。
以
下

「
行
政
手
続
条
例
」
と
い
う
。
）
の

規
定
に
よ
る
聴
聞
に
関
す
る
資
料
の

写
し
の
交
付
に
伴
う
県
税
外
収
入
に

係
る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

 

三 

教
育
委
員
会
事
務
局

管
理
部
教
職
員
課 

給
与
第
一
係
長 

課
長
補
佐 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
課
の
所

掌
に
属
す
る
旅
費
の
う
ち
、
広
島
市

の
県
費
負
担
教
職
員
の
旅
費
に
係
る

支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
確
認 

 

四 

教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
部
指
導
第
二
課 

管
理
係
長 

課
長
代
理 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
課
の
所

掌
に
属
す
る
県
税
外
収
入
に
係
る
現

金
の
出
納
及
び
保
管 

 

五 

警
察
本
部
総
務
部
総

務
課 

文
書
管
理
第
二
係
長

課
長
代
理 

一 

当
該
課
で
収
納
す
る
広
島
県
情
報

公
開
条
例
（
平
成
十
三
年
広
島
県
条

例
第
五
号
。
以
下
「
情
報
公
開
条
例

」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
行
政

文
書
の
写
し
の
交
付
、
広
島
県
個
人

情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
広
島

県
条
例
第
五
十
三
号
。
以
下
「
個
人

情
報
保
護
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規



 
 

 
 

定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ

れ
て
い
る
行
政
文
書
の
写
し
の
交
付

及
び
広
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報

保
護
審
査
会
設
置
条
例
（
平
成
十
六

年
広
島
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

設
置
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

よ
る
意
見
書
又
は
資
料
の
写
し
の
交

付
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金

の
出
納
及
び
保
管 

出
納
係
長 

次
席 

一 

警
察
本
部
で
収
納
す
る
行
政
手
続

条
例
の
規
定
に
よ
る
聴
聞
に
関
す
る

資
料
の
写
し
の
交
付
に
伴
う
県
税
外

収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び
保
管

二 

警
察
本
部
の
所
掌
に
属
す
る
一
般

競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
又
は
随

意
契
約
に
係
る
保
証
金
及
び
担
保
の

出
納
及
び
保
管 

 

六 

警
察
本
部
総
務
部
会

計
課 

用
度
第
二
係
長 

次
席 

一 

警
察
本
部
の
所
掌
に
属
す
る
物
品

の
出
納
及
び
保
管 

 

七 

警
察
本
部
交
通
部
交

通
指
導
課 

 
 

駐
車
管
理
室
長 

一 

当
該
課
で
収
納
す
る
道
路
交
通
法

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）

の
規
定
に
よ
る
放
置
違
反
金
若
し
く

は
こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
又
は
放

置
違
反
金
仮
納
付
金
若
し
く
は
放
置

違
反
金
に
伴
う
差
押
物
件
公
売
代
金

等
の
出
納
及
び
保
管 

総
務
課
調
整
監 

総
務
課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
総
務
課

の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の
（
広
島
県

西
部
建
設
事
務
所
に
係
る
も
の
及
び

旅
費
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る
旅

費
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

総
務
第
二
課
調
整
監

総
務
第
二
課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
総
務
第

二
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の
（
旅

費
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る
旅
費

に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

八 

広
島
県
西
部
総
務
事

務
所 

総
務
管
理
員
（
広
島

県
西
部
建
設
事
務
所

安
芸
太
田
支
所
担
当

の
総
務
管
理
員
を
除

く
。
） 

次
長
（
広
島
県
西
部

建
設
事
務
所
安
芸
太

田
支
所
担
当
の
次
長

を
除
く
。
） 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
広
島
県

西
部
建
設
事
務
所
建
設
総
務
課
の
分

掌
事
務
に
係
る
も
の
（
旅
費
シ
ス
テ

ム
に
よ
り
処
理
す
る
旅
費
に
係
る
も

の
を
除
く
。
） 

 
 

呉
支
所
総
務
課
調
整

監 

呉
支
所
総
務
課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計



 
 

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
呉
支
所

経
理
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の
（

旅
費
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る
旅

費
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

東
広
島
支
所
総
務
課

調
整
監 

東
広
島
支
所
総
務
課

長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
東
広
島

支
所
経
理
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
も

の
（
旅
費
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す

る
旅
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

広
島
県
西
部
建
設
事

務
所
安
芸
太
田
支
所

担
当
の
総
務
管
理
員

広
島
県
西
部
建
設
事

務
所
安
芸
太
田
支
所

担
当
の
次
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
広
島
県

西
部
建
設
事
務
所
安
芸
太
田
支
所
建

設
総
務
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の

（
旅
費
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る

旅
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

総
務
課
調
整
監 

総
務
課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
経
理
課

の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の
（
広
島
県

東
部
建
設
事
務
所
三
原
支
所
に
係
る

も
の
及
び
旅
費
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処

理
す
る
旅
費
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

総
務
第
二
課
調
整
監

総
務
第
二
課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
総
務
第

二
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の
（
旅

費
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る
旅
費

に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

九 

広
島
県
東
部
総
務
事

務
所 

総
務
管
理
員 

次
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
広
島
県

東
部
建
設
事
務
所
三
原
支
所
建
設
総

務
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の
（
旅

費
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る
旅
費

に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

十 

広
島
県
北
部
総
務
事

務
所 

総
務
課
調
整
監 

総
務
課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
経
理
課

の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の
（
旅
費
シ

ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る
旅
費
に
係

る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

総
務
第
二
課
調
整
監

総
務
第
二
課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
総
務
第



 
 

 
 

二
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の
（
旅

費
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
処
理
す
る
旅
費

に
係
る
も
の
を
除
く
。
） 

税
務
管
理
課
長 

次
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
県
税
事

務
所
に
お
け
る
県
税
に
係
る
会
計
事

務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第
四
号

及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計
事
務

及
び
分
室
の
所
掌
に
属
す
る
県
税
事

務
所
の
歳
入
歳
出
外
現
金
に
係
る
会

計
事
務
を
除
く
。
） 

二 

税
務
課
及
び
当
該
出
納
員
の
所
属

す
る
県
税
事
務
所
以
外
の
県
税
事
務

所
の
所
掌
に
属
す
る
県
税
若
し
く
は

こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現

金
、
県
税
に
係
る
歳
入
歳
出
外
現
金

（
公
売
保
証
金
及
び
差
押
物
件
公
売

代
金
等
を
除
く
。
）
又
は
県
税
若
し

く
は
こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
の
納

付
若
し
く
は
納
入
の
委
託
に
係
る
有

価
証
券
の
出
納
及
び
保
管 

三 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
県
税
事

務
所
（
分
室
を
除
く
。
）
に
お
け
る

広
島
県
収
入
証
紙
（
以
下
「
証
紙
」

と
い
う
。
）
の
売
り
さ
ば
き
に
係
る

現
金
の
出
納
及
び
保
管
並
び
に
証
紙

の
出
納
及
び
保
管 

呉
分
室
次
長 

呉
分
室
長 

廿
日
市
分
室
次
長 

廿
日
市
分
室
長 

十
一 
広
島
県
西
部
県
税
事

務
所 

東
広
島
分
室
納
税
課

長 

東
広
島
分
室
次
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
県
税
事

務
所
に
お
け
る
県
税
に
係
る
会
計
事

務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第
四
号
、

第
六
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会

計
事
務
を
除
き
、
県
税
の
歳
入
歳
出

外
現
金
に
係
る
会
計
事
務
に
あ
つ
て

は
、
当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
分
室

の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二 

税
務
課
及
び
当
該
出
納
員
の
所
属

す
る
県
税
事
務
所
以
外
の
県
税
事
務

所
の
所
掌
に
属
す
る
県
税
若
し
く
は

こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現

金
、
県
税
に
係
る
歳
入
歳
出
外
現
金

（
公
売
保
証
金
及
び
差
押
物
件
公
売

代
金
等
を
除
く
。
）
又
は
県
税
若
し

く
は
こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
の
納

付
若
し
く
は
納
入
の
委
託
に
係
る
有

価
証
券
の
出
納
及
び
保
管 

十
二 

広
島
県
東
部
県
税
事

務
所 

税
務
管
理
課
長 

次
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
県
税
事

務
所
に
お
け
る
県
税
に
係
る
会
計
事

務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第
四
号

及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計
事
務

及
び
分
室
の
所
掌
に
属
す
る
県
税
事

務
所
の
歳
入
歳
出
外
現
金
に
係
る
会

計
事
務
を
除
く
。
） 

二 

税
務
課
及
び
当
該
出
納
員
の
所
属

す
る
県
税
事
務
所
以
外
の
県
税
事
務

所
の
所
掌
に
属
す
る
県
税
若
し
く
は

こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現



 
 

 
 

金
、
県
税
に
係
る
歳
入
歳
出
外
現
金

（
公
売
保
証
金
及
び
差
押
物
件
公
売

代
金
等
を
除
く
。
）
又
は
県
税
若
し

く
は
こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
の
納

付
若
し
く
は
納
入
の
委
託
に
係
る
有

価
証
券
の
出
納
及
び
保
管 

 
 

尾
道
分
室
次
長 

尾
道
分
室
長 

 
 

 
 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
県
税
事

務
所
に
お
け
る
県
税
に
係
る
会
計
事

務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第
四
号
、

第
六
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会

計
事
務
を
除
き
、
県
税
の
歳
入
歳
出

外
現
金
に
係
る
会
計
事
務
に
あ
つ
て

は
、
当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
分
室

の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

二 

税
務
課
及
び
当
該
出
納
員
の
所
属

す
る
県
税
事
務
所
以
外
の
県
税
事
務

所
の
所
掌
に
属
す
る
県
税
若
し
く
は

こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現

金
、
県
税
に
係
る
歳
入
歳
出
外
現
金

（
公
売
保
証
金
及
び
差
押
物
件
公
売

代
金
等
を
除
く
。
）
又
は
県
税
若
し

く
は
こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
の
納

付
若
し
く
は
納
入
の
委
託
に
係
る
有

価
証
券
の
出
納
及
び
保
管 

十
三 

広
島
県
北
部
県
税
事

務
所 

収
納
管
理
課
長 

次
長 

一 
当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
県
税
事

務
所
に
お
け
る
県
税
に
係
る
会
計
事

務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第
四
号

及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計
事
務

を
除
く
。
） 

二 

税
務
課
及
び
当
該
出
納
員
の
所
属

す
る
県
税
事
務
所
以
外
の
県
税
事
務

所
の
所
掌
に
属
す
る
県
税
若
し
く
は

こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現

金
、
県
税
に
係
る
歳
入
歳
出
外
現
金

（
公
売
保
証
金
及
び
差
押
物
件
公
売

代
金
等
を
除
く
。
）
又
は
県
税
若
し

く
は
こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
の
納

付
若
し
く
は
納
入
の
委
託
に
係
る
有

価
証
券
の
出
納
及
び
保
管 

十
四 

広
島
県
立
総
合
技
術

研
究
所 

 
 

保
健
環
境
セ
ン
タ
ー

総
務
企
画
部
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
保
健
環

境
セ
ン
タ
ー
総
務
企
画
部
の
分
掌
事

務
に
係
る
も
の 

 
 

 
 

食
品
工
業
技
術
セ
ン

タ
ー
次
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
食
品
工

業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
事
務
に
係

る
も
の 



 
 

 
 

西
部
工
業
技
術
セ
ン

タ
ー
次
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
西
部
工

業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
事
務
に
係

る
も
の 

 
 

 
 

東
部
工
業
技
術
セ
ン

タ
ー
次
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
東
部
工

業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
分
掌
事
務
に
係

る
も
の 

 
 

農
業
技
術
セ
ン
タ
ー

総
務
課
長 

農
業
技
術
セ
ン
タ
ー

次
長 

 
 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
農
業
技

術
セ
ン
タ
ー
総
務
部
の
分
掌
事
務
に

係
る
も
の 

畜
産
技
術
セ
ン
タ
ー

総
務
課
長 

畜
産
技
術
セ
ン
タ
ー

次
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
畜
産
技

術
セ
ン
タ
ー
総
務
部
の
分
掌
事
務
に

係
る
も
の 

 
 

水
産
海
洋
技
術
セ
ン

タ
ー
総
務
部
長 

水
産
海
洋
技
術
セ
ン

タ
ー
次
長 

一 
当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
水
産
海

洋
技
術
セ
ン
タ
ー
総
務
部
の
分
掌
事

務
に
係
る
も
の 

十
五 

広
島
県
動
物
愛
護
セ

ン
タ
ー 

総
務
課
長 

指
導
課
長 

 

広
島
県
西
部
こ
ど
も

家
庭
セ
ン
タ
ー 

総
務
企
画
課
長 

相
談
援
助
課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会

計
事
務
（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第

二
号
及
び
第
七
号
に
規
定
す
る
会
計

事
務
を
除
く
。
） 

 

広
島
県
東
部
こ
ど
も

家
庭
セ
ン
タ
ー 

総
務
課
長 

相
談
援
助
課
長 

 

 

広
島
県
広
島
港
湾
振

興
事
務
所 

総
務
課
長 

次
長 

 

 

広
島
県
消
防
学
校 

総
務
課
長 

教
頭 

 

 

広
島
県
東
京
事
務
所 

総
務
課
長 

次
長 

 

広
島
県
自
治
総
合
研

修
セ
ン
タ
ー 

 
 

研
修
企
画
監 

 

広
島
県
立
西
部
農
業

技
術
指
導
所 

 

次
長 

 

 

広
島
県
広
島
西
飛
行

場
事
務
所 

総
務
課
長 

航
空
管
理
監 

 

 

広
島
県
立
美
術
館 

事
務
局
総
務
課
長 

事
務
局
次
長 

 

 

広
島
県
立
三
次
看
護

専
門
学
校 

総
務
課
長 

 
 



 

広
島
県
立
総
合
精
神

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

総
務
企
画
課
長 

次
長 

 

 
広
島
県
立
広
島
学
園 

総
務
課
長 

 
 

 

 
広
島
県
立
広
島
高
等

技
術
専
門
校 

庶
務
課
長 

副
校
長 

 

 

広
島
県
立
呉
高
等
技

術
専
門
校 

庶
務
課
長 

 
 

 

広
島
県
立
福
山
高
等

技
術
専
門
校 

庶
務
課
長 

副
校
長 

 

 

広
島
県
立
三
次
高
等

技
術
専
門
校 

庶
務
課
長 

 
 

 

 

広
島
県
立
技
術
短
期

大
学
校 

庶
務
課
長 

副
校
長 

 

 

広
島
障
害
者
職
業
能

力
開
発
校 

庶
務
課
長 

 
 

 

広
島
県
立
農
業
技
術

大
学
校 

総
務
課
長 

 

広
島
県
立
教
育
セ
ン

タ
ー 

総
務
部
長 

 
 

広
島
県
立
図
書
館 

総
務
課
長 

副
館
長 

広
島
県
立
歴
史
博
物

館 

総
務
課
長 

副
館
長 

 

警
察
署 

会
計
課
長 

副
署
長
又
は
次
長 

 

広
島
県
北
部
こ
ど
も

家
庭
セ
ン
タ
ー 

相
談
援
助
課
長 

判
定
指
導
課
長 

広
島
県
西
部
病
害
虫

防
除
所 

 

次
長 

広
島
県
東
部
病
害
虫

防
除
所 

次
長 

 
 

広
島
県
北
部
病
害
虫

防
除
所 

次
長 

 
 

広
島
県
大
阪
情
報
セ

ン
タ
ー 

担
当
課
長 

次
長 

広
島
県
東
部
農
業
技

術
指
導
所 

次
長 
 
 

広
島
県
北
部
農
業
技

術
指
導
所 

次
長 

 

広
島
県
立
文
書
館 

 
 

十
六 

広
島
県
立
身
体
障
害

者
更
生
相
談
所 

 
 

 
 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
所
、
館

又
は
セ
ン
タ
ー
の
物
品
の
出
納
及
び

保
管 

  

備
考 

一 

同
一
の
職
が
二
以
上
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
庶
務
事
務
を
担
当
す
る
者
で
上
席
の
も
の

の
職
と
す
る
。 

 
 
 
 

二 

臨
時
の
出
納
員
欄
に
お
い
て
、
一
に
よ
る
職
に
あ
る
者
が
出
納
員
欄
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者

と
な
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
以
外
の
者
で
上
席
の
も
の
の
職
と
す
る
。 

 

別
表
第
二
（
第
四
条
の
二
、
第
八
条
関
係
） 



機 
 
 
 
 
 
 
 
 

関 

出 

納 

員 

委 
 
 

任 
 
 

事 
 
 

務 

一 

総
務
局
総
務
管
理
部
総
務
課 

 
 

課
長 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

一 

広
島
県
通
信
費
経
理
事
務
取
扱
規
則
（
昭

和
四
十
四
年
広
島
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の

規
定
に
よ
り
受
払
を
す
る
郵
便
切
手
及
び
郵

便
葉
書
の
出
納
及
び
保
管 

二 

広
島
県
立
文
書
館
で
収
納
す
る
県
税
外
収

入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

三 

知
事
部
局
の
本
庁
で
収
納
す
る
行
政
手
続

条
例
の
規
定
に
よ
る
聴
聞
に
関
す
る
資
料
の

写
し
の
交
付
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現

金
の
出
納
及
び
保
管 

総
務
局
財
務
部
財
産
管
理
課 

 
 

課
長 

健
康
福
祉
局
社
会
福
祉
部
地
域
福

祉
課 

課
長 

 

二 

農
林
水
産
局
農
林
整
備
部
森
林
保

全
課 

課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
課
の
所
掌
に
属

す
る
事
務
に
係
る
現
金
及
び
有
価
証
券
の
出

納
及
び
保
管 

 

三  

総
務
局
財
務
部
税
務
課 

課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
課
の
所
掌
に
属

す
る
県
税
若
し
く
は
こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収

入
に
係
る
現
金
、
県
税
に
係
る
歳
入
歳
出
外

現
金
又
は
県
税
若
し
く
は
こ
れ
に
伴
う
県
税

外
収
入
の
納
付
若
し
く
は
納
入
の
委
託
若
し

く
は
差
押
え
に
係
る
有
価
証
券
の
出
納
及
び

保
管 

二 

県
税
事
務
所
の
所
掌
に
属
す
る
県
税
若
し

く
は
こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金
、

県
県
税
に
係
る
歳
入
歳
出
外
現
金
又
は
県
税
若

し
く
は
こ
れ
に
伴
う
県
税
外
収
入
の
納
付
若
し

く
は
納
入
の
委
託
に
係
る
有
価
証
券
の
出
納
及

び
保
管 

 

四 

総
務
局
秘
書
広
報
部
広
報
広
聴
課 

課
長 

一 

当
該
課
で
収
納
す
る
県
有
物
品
の
販
売
に

伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び

保
管 

二 

当
該
課
で
収
納
す
る
情
報
公
開
条
例
の
規

定
に
よ
る
行
政
文
書
の
写
し
の
交
付
、
個
人

情
報
保
護
条
例
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情

報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
行
政
文
書
の
写
し
の

交
付
及
び
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査

会
設
置
条
例
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
又
は
資

料
の
写
し
の
交
付
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係

る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

 

五 

企
画
振
興
局
地
域
振
興
部
市
町
行

財
政
課 

課
長 

一 

当
該
課
で
収
納
す
る
政
治
資
金
規
正
法
（

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
の
規

定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
及
び
収
支
報
告
書

等
の
写
し
の
交
付
に
伴
う
県
税
外
収
入
に
係

る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

 

六 

環
境
県
民
局
総
務
管
理
部
文
化
芸

術
課 

課
長 

一 

広
島
県
美
術
品
等
取
得
基
金
条
例
（
昭
和

五
十
六
年
広
島
県
条
例
第
五
号
）
に
基
づ
く

広
島
県
美
術
品
等
取
得
基
金
に
属
す
る
動
産

の
出
納
及
び
保
管 

 

七 

環
境
県
民
局
環
境
部
環
境
政
策
課 

課
長 

一 

当
該
課
で
収
納
す
る
県
有
物
品
の
販
売
に

伴
う
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び

保
管 

二 

当
該
課
で
販
売
す
る
県
有
物
品
の
出
納
及



 
 

 

び
保
管 

 
八 

健
康
福
祉
局
総
務
管
理
部
健
康
福

祉
総
務
課 

課
長 

一 

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百

十
八
号
）
に
基
づ
く
災
害
救
助
基
金
に
属
す

る
動
産
の
出
納
及
び
保
管 

 

九 

健
康
福
祉
局
総
務
管
理
部
こ
ど
も

家
庭
課 

課
長 

 

健
康
福
祉
局
総
務
管
理
部
被
爆
者

対
策
課 

課
長 

 

健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
健
康
対

策
課 

課
長 

土
木
局
土
木
整
備
部
土
木
整
備
管

理
課 

課
長 

土
木
局
空
港
港
湾
部
港
湾
管
理
課 
課
長 

 

都
市
局
都
市
事
業
管
理
課 

課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
課
の
所
掌
に
属

す
る
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金
、
歳
入
歳
出

外
現
金
又
は
納
付
若
し
く
は
納
入
の
委
託
若
し

く
は
差
押
え
に
係
る
有
価
証
券
の
出
納
及
び
保

管 

 

十 

健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
医
務
課 

課
長 

健
康
福
祉
局
社
会
福
祉
部
障
害
者

支
援
課 

課
長 

 

商
工
労
働
局
産
業
振
興
部
金
融
課 

課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
課
の
所
掌
に
属

す
る
県
税
外
収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び

保
管 

十
一 

健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
薬
務
課 

課
長 
一 
当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
課
の
所
掌
に
属

す
る
医
薬
品
に
係
る
物
品
の
出
納
及
び
保
管

十
二 

商
工
労
働
局
総
務
管
理
部
商
工
労

働
総
務
課 

課
長 

一 

広
島
県
大
阪
情
報
セ
ン
タ
ー
で
収
納
す
る

情
報
公
開
条
例
の
規
定
に
よ
る
行
政
文
書
の

写
し
の
交
付
及
び
個
人
情
報
保
護
条
例
の
規

定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い

る
行
政
文
書
の
写
し
の
交
付
に
伴
う
県
税
外

収
入
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

十
三 

都
市
局
住
宅
課 

課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
課
の
所
掌
に
属

す
る
事
務
に
係
る
現
金
の
出
納
及
び
保
管 

十
四 

教
育
委
員
会
事
務
局
管
理
部
教
職

員
課 

福
山
分
室
の
庶
務
事

務
を
担
当
す
る
者
で

上
席
の
も
の
の
職 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
課
の
会
計
事
務

（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
七

号
に
規
定
す
る
会
計
事
務
を
除
く
。
）
の
う

ち
、
福
山
分
室
の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の 

総
務
課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会
計
事
務

（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
七

号
に
規
定
す
る
会
計
事
務
を
除
く
。
）
の
う

ち
、
総
務
課
の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の 

広
島
県
西
部
教
育
事
務
所 

芸
北
支
所
教
育
指
導

課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会
計
事
務

（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
七

号
に
規
定
す
る
会
計
事
務
を
除
く
。
）
の
う

ち
、
芸
北
支
所
の
分
掌
事
務
に
係
る
も
の 

広
島
県
東
部
教
育
事
務
所 

総
務
課
長 

十
五 

広
島
県
北
部
教
育
事
務
所 

総
務
課
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会
計
事
務

（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
七

号
に
規
定
す
る
会
計
事
務
を
除
く
。
） 

広
島
県
立
福
山
少
年
自
然
の
家 

副
所
長 

広
島
県
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

総
務
課
長 

広
島
県
立
歴
史
民
俗
資
料
館 

総
務
課
長 

十
六 

広
島
県
立
高
等
学
校 

事
務
部
長
、
総
括
事

務
長
又
は
事
務
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
廨
の
会
計
事
務

（
法
第
百
七
十
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
七

号
に
規
定
す
る
会
計
事
務
を
除
く
。
） 



 

広
島
県
立
特
別
支
援
学
校 

総
括
事
務
長
又
は
事

務
長 

 

十
七 
庁
の
課
、
室
及
び
隊 

課
長
、
室
長
又
は
隊

長 

 

警
察
本
部
刑
事
部
科
学
捜
査
研
究

所 

所
長 

一 

当
該
出
納
員
の
所
属
す
る
当
該
機
関
の
所

掌
に
属
す
る
旅
費
の
う
ち
、
旅
費
シ
ス
テ
ム

に
よ
り
処
理
す
る
旅
費
に
係
る
支
出
負
担
行

為
に
関
す
る
確
認 

 

広
島
県
警
察
学
校 

校
長 

 

 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局 

事
務
局
長 

 

 

監
査
委
員
事
務
局 

調
整
監 

 

 

総
務
事
務
所
の
課 

課
長 

 

 

県
税
事
務
所
の
課 
課
長 

 

 

県
税
事
務
所
分
室
（
東
広
島
分
室

を
除
く
。
） 

分
室
長 

 

 

厚
生
環
境
事
務
所
の
課 

課
長 

 

 

農
林
水
産
事
務
所
の
課 

課
長 

 

広
島
県
東
部
農
林
水
産
事
務
所
三

川
ダ
ム
管
理
事
務
所 

所
長 

畜
産
事
務
所 

所
長 

家
畜
保
健
衛
生
所 

所
長 

建
設
事
務
所
の
課 

課
長 

魚
切
ダ
ム
管
理

事
務
所 

所
長 

梶
毛
ダ
ム
管
理

事
務
所 

所
長 

呉
支
所
野
呂
川

ダ
ム
管
理
事
務

所 

所
長 

東
広
島
支
所
椋

梨
ダ
ム
管
理
事

務
所 

所
長 

広
島
県
西
部

建
設
事
務
所 

東
広
島
支
所
福

富
ダ
ム
管
理
事

業
所 

所
長 

 

広
島
県
立
総
合
技
術
研
究
所
企
画

部 

企
画
部
長 

 

 

別
表
第
三
の
一
の
項
中
「
副
館
長
」
を
削
り
、
同
表
の
四
の
項
中
「
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
総
務
局
総

務
課
出
納
員
」
を
「
広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
総
務
課
出
納
員
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
四
（
第
五
条
、
第
九
条
関
係
） 

機 
 
 
 
 
 
 

関 

出 
 

納 
 

員 

事 
 
 
 
 
 
 
 
 

務 

総
務
局
財
務
部
税
務
課 

 
 
 

総
務
局
財
務
部
税
務
課
出
納
員

 

一 

県
税
事
務
所
（
分
室
を
除
く
。
）

県
税
事
務
所
出
納
員 

 

県
税
事
務
所
分
室 

県
税
事
務
所
分
室
出
納
員 

一 

県
税
又
は
県
税
外
収
入
の
徴
収 

二 

県
税
に
伴
う
歳
入
歳
出
外
現
金
の
受

入
れ
及
び
払
出
し 



 

二 

総
務
局
財
務
部
財
産
管
理
課 

総
務
局
財
務
部
財
産
管
理
課
出

納
員 

 
農
林
水
産
局
農
林
整
備
部
森
林

保
全
課 

農
林
水
産
局
農
林
整
備
部
森
林

保
全
課
出
納
員 

一 

本
庁
舎
以
外
の
場
所
に
お
い
て
行
わ

れ
る
一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札

及
び
随
意
契
約
に
係
る
保
証
金
及
び
担

保
の
受
入
れ
及
び
払
出
し 

警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課 

警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課

出
納
員 

一 

滞
納
に
係
る
放
置
違
反
金
及
び
こ
れ

に
伴
う
県
税
外
収
入
の
徴
収 

二 

放
置
違
反
金
の
滞
納
処
分
に
係
る
差

押
物
件
公
売
代
金
等
の
出
納
及
び
保
管

 

三 

警
察
署
（
会
計
課
に
限
る
。
） 

警
察
署
出
納
員 

一 

滞
納
に
係
る
県
税
外
収
入
の
徴
収 

二 

県
税
外
収
入
の
滞
納
処
分
に
係
る
差

押
物
件
公
売
代
金
等
の
出
納
及
び
保
管

 

四 

健
康
福
祉
局
総
務
管
理
部
こ
ど

も
家
庭
課 

健
康
福
祉
局
総
務
管
理
部
こ
ど

も
家
庭
課
出
納
員 

 

健
康
福
祉
局
総
務
管
理
部
被
爆

者
対
策
課 

健
康
福
祉
局
総
務
管
理
部
被
爆

者
対
策
課
出
納
員 

一 

県
税
外
収
入
の
徴
収 

二 

県
税
外
収
入
に
伴
う
歳
入
歳
出
外
現

金
の
受
入
れ
及
び
払
出
し 

 

健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
健
康

対
策
課 

健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
健
康

対
策
課
出
納
員 

 

 

土
木
局
土
木
整
備
部
土
木
整
備

管
理
課 

土
木
局
土
木
整
備
部
土
木
整
備

管
理
課
出
納
員 

 

 

土
木
局
空
港
港
湾
部
港
湾
管
理

課 

土
木
局
空
港
港
湾
部
港
湾
管
理

課
出
納
員 

 

 

都
市
局
都
市
事
業
管
理
課 

都
市
局
都
市
事
業
管
理
課
出
納

員 

 

 

広
島
県
西
部
厚
生
環
境
事
務
所

（
支
所
を
除
く
。
） 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

 

広
島
支
所 

 
 
 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
西

部
厚
生
環

境
事
務
所 

呉
支
所 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
呉
支

所
出
納
員 

 

 

広
島
県
西
部
東
厚
生
環
境
事
務

所 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
東
広

島
支
所
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
厚
生
環
境
事
務
所

（
支
所
を
除
く
。
） 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
厚
生
環
境
事
務
所

福
山
支
所 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
北
部
厚
生
環
境
事
務
所 

広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
西
部
保
健
所
（
支
所
を

除
く
。
） 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

 

広
島
支
所 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
西

部
保
健
所 

呉
支
所 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
呉
支

所
出
納
員 

 

 

広
島
県
西
部
東
保
健
所 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
東
広

島
支
所
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
保
健
所
（
支
所
を

除
く
。
） 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
保
健
所
福
山
支
所 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
総
務

 



 
 

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
北
部
保
健
所 

広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 
広
島
県
西
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー 

広
島
県
西
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー 

広
島
県
東
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー
出
納
員 

 

 

広
島
県
北
部
こ
ど
も
家
庭
セ
ン

タ
ー 

広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
西
部
建
設
事
務
所
（
支

所
を
除
く
。
） 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
建
設

庁
舎
出
納
員 

 

 

呉
支
所 
広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
呉
支

所
出
納
員 

 

 

廿
日
市
支
所 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

 

安
芸
太
田
支
所 

 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
安
芸

太
田
庁
舎
出
納
員 

 

 

広
島
県
西

部
建
設
事

務
所 

東
広
島
支
所 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
東
広

島
支
所
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
建
設
事
務
所
（
支

所
を
除
く
。
） 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
建
設
事
務
所
三
原

支
所 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
三
原

庁
舎
出
納
員 

 

 

広
島
県
北
部
建
設
事
務
所
（
支

所
を
除
く
。
） 

広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
北
部
建
設
事
務
所
庄
原

支
所 

広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

 

広
島
県
広
島
港
湾
振
興
事
務
所 

広
島
県
広
島
港
湾
振
興
事
務
所

出
納
員 

 

 

五 

総
務
局
財
務
部
財
産
管
理
課 

総
務
局
財
務
部
財
産
管
理
課
出

納
員 

一 

県
税
外
収
入
の
徴
収 

 

健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
医
務

課 

健
康
福
祉
局
保
健
医
療
部
医
務

課
出
納
員 

 

 

健
康
福
祉
局
社
会
福
祉
部
地
域

福
祉
課 

健
康
福
祉
局
社
会
福
祉
部
地
域

福
祉
課
出
納
員 

 

 

健
康
福
祉
局
社
会
福
祉
部
障
害

者
支
援
課 

健
康
福
祉
局
社
会
福
祉
部
障
害

者
支
援
課
出
納
員 

 

 

都
市
局
住
宅
課 

都
市
局
住
宅
課
出
納
員 

 

 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
（
総 

務
第
二
課
及
び
支
所
を
除
く
。
）

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

総
務
第
二
課 

 
 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

 

広
島
県
西

部
総
務
事

務
所 

呉
支
所 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
呉
支

所
出
納
員 

 

 
 

東
広
島
支
所 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
東
広

島
支
所
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
（
総 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
総
務

 



 

務
第
二
課
を
除
く
。
） 

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

 
広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
（
総

務
第
二
課
を
除
く
。
） 

広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課 

広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

 

広
島
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー 

広
島
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
出

納
員 

 

 

広
島
県
西
部
農
林
水
産
事
務
所

（
農
林
事
業
所
を
除
く
。
） 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

呉
農
林
事
業
所 
広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
呉
支

所
出
納
員 

 

 

広
島
県
西

部
農
林
水

産
事
務
所 

東
広
島
農
林
事
業

所 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
東
広

島
支
所
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
農
林
水
産
事
務
所

（
農
林
事
業
所
を
除
く
。
） 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
農
林
水
産
事
務
所

尾
道
農
林
事
業
所 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

 

広
島
県
北
部
農
林
水
産
事
務
所 

広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

 

広
島
県
西
部
畜
産
事
務
所 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
東
広

島
支
所
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
畜
産
事
務
所 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
北
部
畜
産
事
務
所 

広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

 

広
島
県
西
部
家
畜
保
健
衛
生
所 

広
島
県
西
部
総
務
事
務
所
東
広

島
支
所
出
納
員 

 

 

広
島
県
東
部
家
畜
保
健
衛
生
所 

広
島
県
東
部
総
務
事
務
所
総
務

課
出
納
員 

 

 

広
島
県
北
部
家
畜
保
健
衛
生
所 

広
島
県
北
部
総
務
事
務
所
総
務

第
二
課
出
納
員 

 

  
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


